
事 務 連 絡 
令和２年８月14日 

 

各高齢者施設・住まい 

各介護保険事業所 

 

神奈川県福祉子どもみらい局福祉部高齢福祉課 

 

神奈川県新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に 

対する緊急包括支援事業の実施について 

 

本県の高齢者福祉行政の推進につきましては、日頃からご協力いただき厚くお礼申し上

げます。 

さて、国において成立した令和２年度の第２次補正予算を受け創設された、新型コロナ

ウイルス感染症緊急包括支援交付金（介護分）について、本県では次のとおり実施します

ので、お知らせします。 

 

１ 事業概要 

(1) 介護サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金の支給事業 

(2) 感染症対策を徹底した上での介護サービス提供支援事業 

(3) 介護サービス再開に向けた支援事業 

①在宅サービス事業所による利用者への再開支援への助成事業 

②在宅サービス事業所における環境整備への助成事業 

※給付対象者、給付金額等の詳細は別添要綱及び申請マニュアルを参照してください。 

 

２ 申請期間（慰労金・支援金共通） 

令和２年８月 17日（月）から令和３年２月末日まで 

 

３ 申請方法 

申請書等の様式を県ホームページからダウンロードし、別添申請マニュアルを参照の上、

申請してください。 

 

４ 要綱、申請マニュアル等掲載場所 

【神奈川県ホームページ】新型コロナウイルス感染症に係る介護従事者への慰労金・

介護事業所等における感染症拡大防止等支援事業について 

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/u6s/cnt/covid19_shien.html 

管理者様 



 

問合せ先 

電話 (045)210-1111 

（総合事業） 

企画グループ 内線 4838 

（介護老人福祉施設、短期入所、養護、軽費） 

福祉施設グループ 内線 4853 

（多機能型、居住系） 

保健・居住施設グループ 内線 4856 

（通所系、訪問系） 

在宅サービスグループ 内線 4824 


